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○大町市障害者地域活動支援センター事業実施要綱 

平成１９年３月３０日 

告示第２８号 

改正 平成２４年１２月２１日告示第１３３号 

平成２６年５月２２日告示第８８号 

平成２８年３月２８日告示第６６号 

平成２８年１１月８日告示第２０１号 

（趣旨） 

第１ この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条の規定に基づき、障

害者及び障害児（以下「障害者等」という。）に創作的活動の機会を提供し、又は

社会との交流の促進等を図るために行う地域活動支援センター事業（以下「事業」

という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（事業内容） 

第２ 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１）基礎的事業 

ア創作活動及び教養の向上を図るための事業 

イ社会との交流を促進するための事業 

ウ障害者等に対する介護のための技術指導 

（２）地域活動支援センター機能強化事業 

ア日常生活訓練、社会適応訓練及び機能訓練 

イ入浴介助、食事提供及び送迎サービス 

（３）その他市長が必要と認めた事業 

（事業者の登録等） 

第３ 事業を行う者は、適正な運営が見込まれる指定障害福祉サービス事業者（障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号）第３６条第１項の指定を受けた者をいう。）、社会福祉法人又は特定非営利

活動法人であって、市に登録されたもの（以下「登録事業者」という。）とする。 

２ 登録事業者になろうとする者は、大町市障害者地域活動支援センター事業者登録

（変更）申請書（様式第１号。以下「登録申請書」という。）を市長に提出しなけ

ればならない。 

３ 市長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合

は、大町市障害者地域活動支援センター事業者登録済通知書（様式第２号）により

通知するものとする。 

４ 登録事業者は、登録申請書の記載事項に変更があったときは、変更事項を記載し

た登録申請書を市長に提出しなければならない。 

（事業者の責務） 

第４ 登録事業者は、法に基づく地域活動センターの設備及び運営に関する基準（平

成１８年厚生労働省令第１７５号）に従い実施するものとする。 

２ 登録事業者は、従業者の資質の向上のために研修の機会を確保しなければならな

い。 
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３ 事業者及び従業者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（利用対象者） 

第５ 事業の利用対象者は、市内に居住する障害者等及びその介護者とする。 

（利用申請） 

第６ 事業を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、大町市障害者地域

活動支援センター事業利用申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があったときは、申請内容を審査し、利用の可否を

決定し、大町市障害者地域活動支援センター事業利用承認（不承認）決定通知書（様

式第４号。以下「決定通知書」という。）により申請者に通知するものとする。 

（利用の方法） 

第７ 第６第２項の規定により利用を承認された者（以下「利用者」という。）が、

この事業を利用するときは、決定通知書を登録事業者に提示し、登録事業者に直接

依頼するものとする。 

２ 登録事業者は、利用者との間で利用に関する契約を締結することとする。 

（経費の支弁） 

第８ 事業に要する経費の額は、別表に定める利用単価を基準として、法第５条第６

項に定める生活介護の介護給付費の支給の例により算出した額とする。 

２ 登録事業者は、前項により算出した額を、介護給付費の請求事務に準じて市長に

請求するものとする。 

３ 市長は、前項の経費の請求を受けたときは、請求内容を確認し、速やかに当該経

費を支弁するものとする。 

（費用の負担） 

第９ 利用者は、別表に定める利用単価から、第８第１項の規定により算出した額を

控除した額及び事業に要する費用のうち原材料費等サービスに係る実費を登録事

業者に直接支払うものとする。 

（委任） 

第１０ この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１２月２１日告示第１３３号） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年５月２２日告示第８８号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行前に、この要綱による改正前の大町市移動支援事業実施要綱、大

町市障害者地域活動支援センター事業実施要綱及び大町市日中一時支援事業実施

要綱の規定に基づいて作成した帳票は、必要な調製をして、当分の間、使用するこ

とができる。 

附 則（平成２８年３月２８日告示第６６号） 
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（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の規定に基づいてなされた処分、

手続、不服申立てその他の行為については、なお従前の例による。 

附 則（平成２８年１１月８日告示第２０１号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の大町市移動支援事業実施要綱

第４第１項、大町市障害者地域活動支援センター事業実施要綱第３第１項又は大町

市日中一時支援事業実施要綱第３第１項の規定に基づき登録された者は、この要綱

による改正後の規定に基づき登録された者とみなす。 

別表（第８関係） 

利用単価 

（単位：円） 

施設種別 所要時間 区分１ 区分２ 区分３ 

単独 Ⅰ型 ４時間未満 ３，４５０ ３，１９０ ２，９５０ 

４～６時間 ５，７６０ ５，３３０ ４，９１０ 

６時間超 ７，４８０ ６，９３０ ６，３８０ 

Ⅱ型 ４時間未満 １，５４０ １，３３０ １，１３０ 

４～６時間 ２，５６０ ２，２２０ １，９００ 

６時間超 ３，３３０ ２，９００ ２，４６０ 

併設 Ⅰ型 ４時間未満 ２，７７０ ２，５２０ ２，２６０ 

４～６時間 ４，６２０ ４，１９０ ３，７８０ 

６時間超 ６，０００ ５，４６０ ４，９１０ 

Ⅱ型 ４時間未満 ８６０ ６６０ ４５０ 

４～６時間 １，４３０ １，０９０ ７６０ 

６時間超 １，８７０ １，４２０ ９９０ 

単独 知的障害者 ４時間未満 ２，８５０ ２，５５０ ２，２５０ 

４～６時間 ４，７５０ ４，２５０ ３，７６０ 

６時間超 ６，１７０ ５，５３０ ４，８８０ 

併設 ４時間未満 ２，１６０ １，８７０ １，５７０ 

４～６時間 ３，６２０ ３，１１０ ２，６２０ 

６時間超 ４，７００ ４，０５０ ３，４１０ 

（注） 

１ 施設種別の単独は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第６２条第１項

に規定する社会福祉施設、病院、診療所、介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第８条第１１項に規定する特定施設又は同条第２５項に規定する介護老人

保健施設に併設されておらず、専ら当該地域活動支援センター事業所に従事す
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る常勤の管理者１名以上置いていること。 

２ 施設種別の併設の施設基準は、前１に該当していないこと。 

３ 施設種別のⅠ型は、入浴介助又は食事の提供を行うこと。 

４ 施設種別のⅡ型は、前３に該当しないこと。 

５ 施設種別の知的障害者は、主たる利用対象者が知的障害者であること。 

６ 区分１は、食事、排泄、入浴及び移動のうち、３以上の日常生活動作につい

て全介助を必要とする程度若しくは著しい行動障害を有する程度又はこれら

に準ずる程度とする。 

７ 区分２は、食事、排泄、入浴及び移動のうち、３以上の日常生活動作につい

て一部介助を必要とする程度若しくは行動障害を有する程度又はこれらに準

ずる程度とする。 

８ 区分３は、区分１及び区分２に該当しない程度とする。 

９ 食事の提供を行う体制を確保している施設において、利用者に対して食事を

提供した場合は、１日につき４２０円を所定利用単価に加算する。 

１０ 利用者に対して入浴介助を行った場合は、１日につき４００円を所定利用

単価に加算する。 

１１ 利用者に対して、その居宅と事業実施施設との間の送迎を行った場合は、

片道につき５４０円を所定利用単価に加算する。 
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様式第１号（第３関係） 

様式第２号（第３関係） 

様式第３号（第６関係） 

様式第４号（第６関係） 

 


